
 

  

 

 

 

 

 

 

 
裁判官が，皆さんの職場や教室等を訪問して，制度のポ

イントを解説し，皆さんからのご質問，不安や疑問など

に分かりやすくお答えします！ 

 

《概 要》 
 【対象・人数】 

   広島県内の企業，自治体，教育機関その他の社会人・大学等の団体等 

（おおむね１０人以上） 

    （※その他の団体等でもご相談に応じます。） 

  

【日時】 

  ご希望の日時をお伝えください。 

     

 【場所】 

   訪問先（皆さんの職場や教室等に伺います。なお，ご希望があれば，裁判

所での開催も可能です。） 

 

 【内容】 

① 裁判員制度のポイント解説 

② 裁判官との座談会・質疑応答 

 

 

 

説説明明会会はは無無料料でですす。。日日時時，，場場所所，，人人数数，，内内容容ななどど，，ままずずはは一一度度，，おお気気

軽軽ににおお問問合合せせくくだだささいい！！！！  

《申込み・問合せ先》 

広島地方裁判所総務課広報係 

 TEL ０８２－２２８－０４３０ 

 
※9:00～17:00 まで（土日祝日を除く。） 

※日程等の関係で，ご希望に応じられない場

合がありますので，予めご了承ください。 

    裁裁判判員員制制度度訪訪問問説説明明会会  
      


